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IPS

　救世軍は、人間が、神のかたちに造られ、地球
とその中のすべてのものに配慮することが任され
てきたということを信じます。

　救世軍は、環境の悪化が、今日世界が直面して
いる最も差し迫った問題の一つであり、その影響
が、特に、健康、暮らし、安全な住まい、選択の
機会などの観点から、最も脆

ぜい
弱
じゃく

なコミュニティに
偏
かたよ

った悪影響をもたらしていることを理解してい
ます。
 
　救世軍は、環境破壊が及ぼす、現在及び将来の
世代への影響を懸

け
念
ねん

しています。持続可能な環境
の実現は、将来の世代の生活を損

そこ

なうことなく今
日の世界的なニーズと願いを満たすために、必要
なことです。

環境への配慮についての見解表明
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　前世紀において、地球はかつてない壊滅的なレ
ベルでの環境悪化に苦しみ、その結果として、不
自然な生物多様性の変化、大気汚染、水質汚染、
オゾン層破壊、土壌破壊がもたらされました。大
多数の科学的見解は、気温の上昇が、人間の活動
によるものであり、さらに極端で予測不可能な気
象傾向につながると予測しています。

　石炭、天然ガス、石油は、2012 年には、世
界の一次エネルギー消費の 87％を占めました。
2040 年にもなお、液体燃料、天然ガス、石炭が
世界の総エネルギー消費の 4 分の 3 以上を占め
ると予測されています。

　これらの資源の有限性と急速に拡大する世界人
口、そして産業や農村活動への影響を考えると、
これらの資源の消費が持続可能ではないことは明
らかです。

　環境の悪化は、しかしながら、単なるエネルギ
ー効率や炭素排出量の問題以上のものです。さら
に、人口増加、人口移動、貧困などの他の要因の
影響も受けています。 

　生息地を失ったことと気候変動により、動植物
の両方の種の絶滅が加速化されています。大気と
水の汚染、 食糧生産の減少と重要な土地の砂漠化
は、何百万もの人々の健康、幸福、そして生存を
非常に脅

おびや
かしています。この問題は、あらゆる場

所のすべての人々に関係することであるはずです。
解決策は単純ではなく、長期間にわたる一致協力
への努力が必要なのです。

見解表明の背景と状況
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救世軍の立場の土台となるもの

　環境問題に対する救世軍の対応は、次の原則に
基づいています。

●  神はすべてのものの創造者、統治者、そして保
持者です。地球は、主に属するものであり、す

　べてのものがその中にあります（詩編 24：1、

出エジプト 19：5）。 人間が神のかたちに造られ
たように（創世 1：27）、わたしたちは、地球資
源の世話を任されてきたのです（創世 2：15）。 
神は、被造物の世話に対する責任をわたした
ちが共にし（創世 1：28 ～ 31、 2：15）、この世
界を癒すために協働するようわたしたちを招
いておられます（ローマ 8：19 ～ 22）。

●  神と被造物の関係は、愛情深い守りと配慮の関
係の一つです。 人間は神のかたちに造られた
ので、人間が地球を管理することは、神の守
りを反映するものです。被造物である世界は
神を賛美し、神の栄光を明らかにするように
造られました（詩編 19：2 ～ 7）。被造物に対す
る人間のスチュワードシップ（良い管理者として

のありかた）は、その目的を果たさせるもので
す。

●  地球の環境破壊の原因の一部は人間の活動の結
果によるものなので（イザヤ 24：5、6）、わた
したちには その回復のために働く責務がある
のです。神が、被造物を「従わせ」、「支配せ
よ」と人間に求めた聖書の命令は、地球の資
源の乱用を正当化するものとして理解される
べきではなく、優れた管理者であるようにとの
求めとして解釈されるべきです（創世 1：28）。 

   気候変動と環境破壊が世界の最も貧しい地域に
与えている不均衡な影響は、共同体としての
世界における正義の復権によって脆

ぜい
弱
じゃく

な人々
を公正に扱うという、さらなる責任を生み出
しています（ミカ 6：8）。
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　救世軍は、以下のような行動を支持し、環境破
壊への対応の改善を図ります。

1.　救世軍は、わたしたちの環境への配慮の欠如
を認め、悔い改めを求めます。そして、環
境と資源の使用に責任をもつ者となるよう、
これまでの態度を変化させることを求め、よ
り意識的に、環境と資源への責任を負うよ
う努めます。

2.　救世軍は、現在及び過去の慣行を振り返り、
環境と資源の使用において責任をもつ者と
なるよう、救世軍人の環境に対する態度を
変化させることを奨励します。

3.　包括的なリサイクル、環境に配慮した購買方
針、環境に配慮した廃棄物管理方法、天然
資源の破壊的使用を削減する革新的な方法
の開発など、救世軍内における健全な環境
に対する行動規範と目標を制定します。

4.　救世軍は、救世軍人の環境に対する行動改
善の目標に向けて、救世軍人の訓練、教育、
意識向上を通して環境破壊を鈍化させるよ
う努めます。

5.　救世軍は、不利なまたは有害な環境状況によ
　　って影響を受ける人々に対する、実際的配慮

をおこない、彼らの代弁者となります。

6.　救世軍は、持続可能な生活様式と環境保護と
いう共通の目標に向かって取り組んでいる
人々や善意の組織、すべての政府との連携
及び協力の機会を模索します。

実際的な対応
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2014 年 11月大将によって承認
この国際的な見解表明は、提示する問題に関する救世軍の公式の
見解で構成されています。万国本営の書面による明確な許可なく、
いかなる方法でも修正または改訂することはできません。
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